
目

次

規

則

○
青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqq（
自
然
保
護
課
）
…
一

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
施
術
者
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
施
術
者
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
特
定
行
為
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
三

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
三

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
三

○
地
籍
調
査
事
業
計
画
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
四

○
公
共
測
量
の
終
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
四

○
車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
道
路
の
指
定
qqq（
道

路

課
）
…
五

○
車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
道
路
の
指
定
qqqqqq（

同

）
…
五

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
県
民
生
活

文

化

課
）
…
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
七

選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数

が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）（
事

務

局
）
…
七

監
査
委
員

○
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
八

規

則

青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
号

青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
六
月
青
森
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
中
第
十
一
号
の
五
を
第
十
一
号
の
六
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

十
一
の
七

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
無
線

設
備
を
改
築
し
、
又
は
増
築
（
新
た
に
増
築
す
る
無
線
設
備
の
高
さ
が
、
既
存
の
無
線
設
備
の

高
さ
又
は
そ
れ
が
付
帯
す
る
工
作
物
の
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
方
の
位
置
を
超
え
な
い
も

の
に
限
る
。
）
す
る
こ
と
。

十
一
の
八

既
存
の
電
線
、
電
話
線
又
は
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
既
存
の
規
模
を
超
え
な
い
範
囲
（
径

青
森
県
報
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の
変
更
を
除
く
。
）
で
張
り
替
え
る
こ
と
（
色
彩
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
。

十
一
の
九

電
柱
に
付
帯
す
る
変
圧
器
を
既
存
の
規
模
を
超
え
な
い
範
囲
で
交
換
す
る
こ
と
。

十
一
の
十

支
持
物
か
ら
他
の
支
持
物
を
経
ず
に
需
要
場
所
の
引
込
口
に
至
る
電
線
、
電
話
線
及

び
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
設
置
す
る
こ
と
。

十
一
の
十
一

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法

律
第
七
十
五
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
保
護
増
殖
事
業
等
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
認
定
保
護
増
殖
事
業
等
」
と
い
う
。
）
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
工
作
物
を
設
置
す

る
こ
と
。

十
一
の
十
二

野
生
鳥
獣
に
よ
る
人
、
家
畜
若
し
く
は
農
作
物
に
対
す
る
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
カ

メ
ラ
を
設
置
し
、
又
は
柵
、
金
網
そ
の
他
必
要
な
施
設
（
そ
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な

い
施
設
で
あ
つ
て
、
道
路
そ
の
他
公
衆
の
通
行
し
、
又
は
集
合
す
る
場
所
か
ら
二
十
メ
ー
ト
ル

以
上
離
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
新
築
し
、
改
築
し
、
若
し
く
は
増
築
す
る
こ
と
。

十
一
の
十
三

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
来
生
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
特
定
外
来
生
物
」
と
い
う
。
）
の
防
除
の
目
的
で
、
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
十
一
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一
の
五

境
界
標
（
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
七
十
七
条
第

一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
境
界
標
を
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七
の
二

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
木
竹
を
伐
採
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
十
八
号
中
「
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
十
七
号
の

二
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
七
の
二
の
二

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
標
識
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

を
掲
出
し
、
若
し
く
は
設
置
し
、
又
は
工
作
物
等
に
こ
れ
ら
を
表
示
す
る
こ
と
。

二
十
七
の
二
の
三

特
定
外
来
生
物
の
防
除
の
目
的
で
、
標
識
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
掲

出
し
、
若
し
く
は
設
置
し
、
又
は
工
作
物
等
に
こ
れ
ら
を
表
示
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
二
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
八

条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
植
物
を
採
取
し
、

又
は
損
傷
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

宅
地
内
に
あ
る
植
物
を
採
取
し
、
又
は
損
傷
す
る
こ
と
。

ロ

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
植
物
を
採
取
し
、
又
は
損
傷
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
二
十
八
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
八
の
四
の
二

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
動
物
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷

し
、
又
は
当
該
動
物
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
二
十
八
号
の
六
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
八
の
六
の
二

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三

章
の
規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
動
物
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、

又
は
当
該
動
物
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
二
十
八
号
の
九
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
八
の
九
の
二

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
動
物
を
放
つ
こ
と
。

第
十
八
条
第
一
号
中
「
第
十
一
号
の
五
」
を
「
第
十
一
号
の
十
三
」
に
、
「
第
二
十
七
号
の
二
」

を
「
第
二
十
七
号
の
二
の
三
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
五
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
施
術
者
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

氏

名

住

所

廃
止
年
月
日

尾
ヶ
瀬

汐
里

十
和
田
市
西
二
十
二
番
町
三
の
三
一
コ
ー
ポ
リ
ン
デ
ン

Ⅱ
二
〇
一
号

平
成
三一･
一･三一

青
森
県
告
示
第
百
五
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

（ ）2青 森 県 報 第4577号平成31年３月15日 金曜日



同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
施
術
者
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同

法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

氏

名

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

指
定
辞
退

年

月

日

相
馬

義
信

そ
う
ま
治
療
院

弘
前
市
大
字
中
野
三
丁
目
四

の
二
一

平
成
三一･
二･二八

青
森
県
告
示
第
百
五
十
六
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一〇〇一

二四九

平
成
三一･
三･
八
有
限
会
社

フ
ァ
ン
ク

シ
ョ
ナ
ル

ア
ー
ツ

八
戸
市
石

堂
一
丁
目

二
七
の
一

五

有
料
老
人

ホ
ー
ム
ベ

ル
メ
ゾ
ン

Ｋ

八
戸
市
石

堂
一
丁
目

二
七
の
二

五

平
成
三一･
四･
一
サ
ー
ビ
ス

付
き
高
齢

者
向
け
住

宅

青
森
県
告
示
第
百
五
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
活

き
活
き
半
島
む
つ
市
川
内
町
川

内
四
七

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
作
業

所
あ
じ
さ
い
む
つ
市
川
内
町
川

内
四
七

平
成
三一･
四･
一

青
森
県
告
示
第
百
五
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

も
み
じ
薬
局

八
戸
市
大
字

町
字
ハ
ン
ノ
木
沢
六
の
四

平
成
三一･
三･三一

青
森
県
告
示
第
百
五
十
九
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
一
年
一
月
十
一
日
及
び
同
年
二
月
十
三
日
収
去
さ
せ

た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表

す
る
。平

成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
県
告
示
第
百
六
十
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

三
十
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

調
査
を
行
う

者
の
名
称

調

査

地

域

調
査
期
間

弘

前

市

大
字
茜
町
二
丁
目
、
大
字
茜
町
三
丁
目
、
大
字
樋
の
口

町

平
成
三
十
一
年
三

月
十
五
日
か
ら
平

成
三
十
二
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
百
六
十
一
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
青
森
河
川
国
道
事
務
所

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
、
写
真
地
図
、
簡
易
水
準
測
量
、
航
空
レ
ー
ザ
計
測
及
び
数
値
図

化
）

三

測
量
の
期
間

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日
ま
で

四

測
量
の
地
域
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製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
造
（
輸
入
）
年
月

試
験
項
目

違
反
の
有
無
及
び

違
反
の
内
容

中
部
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
地
５

同
左

マ
ル
中
印
中
す
う
・
大
す
う
用
配

合
飼
料

地
鶏
中
期

31.1
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
M
E、
水
分

無

中
部
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
地
５

同
左

マ
ル
中
印
種
豚
飼
育
用
配
合
飼
料

ペ
ロ
ッ
ト
授
乳
期

31.1
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
T
D
N
、
水
分

無

中
部
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
地
５

同
左

マ
ル
中
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
前
期

用
配
合
飼
料

プ
レ
ス
タ
ー
タ
ー

31.1
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
M
E、
水
分

無

日
和
産
業
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
肉
豚
肥
育
用
配
合
飼
料

エ
コ
リ
ー
ド
肉
豚

31.2
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
T
D
N
、
水
分

無

日
和
産
業
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
前
期

用
配
合
飼
料

純
和
鶏
ミ
ニ
ス
タ
ー
タ
ー

31.2
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
M
E、
水
分

無

日
和
産
業
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
中
雛
用
配
合
飼
料

日
和
中
雛

31.2
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
M
E、
水
分

無



東
北
縦
貫
自
動
車
道
八
戸
線
（
上
北
郡
七
戸
町
後
平
〜
上
北
郡
七
戸
町
志
茂
川
原
）

国
道
四
号
（
上
北
郡
七
戸
町
後
平
〜
上
北
郡
野
辺
地
町
一
ノ
渡
）

青
森
県
告
示
第
百
六
十
二
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ

り
、
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
二
十
五
ト
ン
で

あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和

三
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

路

線

名

区

間

国
道
二
七
九
号

上
北
郡
横
浜
町
字
吹
越
五
四
の
四
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾

字
尾

第
三
国
有
林
一
一
三
九
林
班
ほ

小
班
ま
で

二

指
定
す
る
年
月
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

青
森
県
告
示
第
百
六
十
三
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す

る
の
で
、
車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
八

号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

路

線

名

区

間

国
道
二
七
九
号

上
北
郡
横
浜
町
字
吹
越
五
四
の
四
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾

字
尾

第
三
国
有
林
一
一
三
九
林
班
ほ

小
班
ま
で

二

指
定
す
る
年
月
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
三
十
一
年
三
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
北
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ
普
及
会

三

代
表
者
の
氏
名

北
村

達
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
神
田
四
丁
目
一
の
二
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
公
共
事
業
に
携
わ
る
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
、
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ
／
Ｅ
Ｃ
(公
共
事

業
支
援
統
合
情
報
シ
ス
テ
ム
)の
普
及
を
促
進
す
る
た
め
情
報
の
共
有
を
は
か
り
、
技
術
の
向
上

を
支
援
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
建
設
分
野
を
超
え
た
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ
／
Ｅ
Ｃ
の
健
全
な
発
展
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に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
ト
ヨ
タ
カ
ロ
ー
ラ
青
森
本
社

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
二
四
六
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ト
ヨ
タ
カ
ロ
ー
ラ
青
森
株
式
会
社

青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
六
一
の
四

代
表
取
締
役

大
柳
康
三
郎

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
エ
ダ
ス
ト
ア
八
重
田
店

青
森
市
造
道
二
丁
目
二
八
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

前
田
商
事
株
式
会
社

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
四
の
八

代
表
取
締
役

前
田
大
志

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
八
戸
上
組
町
店

八
戸
市
大
字
上
組
町
三
三
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
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マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

佐
々
木
智
佳
子

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
十
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

三
田
建
材
運
輸
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

三
田
浩
司

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
小
沼
一
二
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
八
〇
〇
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
三
十
一
年
三
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び

三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
を
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第

五
項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
五
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四

項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
二
、
二
三
〇

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

二
三
八
、
九
三
三

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

東
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
七
七
四

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

五
、
五
〇
四

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
五
七
三

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

七
、
七
四
六

人

上
北
郡
選
挙
区

二
七
、
八
九
四

人

三
戸
郡
選
挙
区

一
九
、
七
二
七

人

青
森
市
選
挙
区

八
一
、
三
二
八

人

弘
前
市
選
挙
区

四
九
、
七
四
五

人
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八
戸
市
選
挙
区

六
五
、
〇
九
七

人

黒
石
市
選
挙
区

九
、
六
六
〇

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

一
九
、
二
二
四

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
七
、
五
八
二

人

三
沢
市
選
挙
区

一
〇
、
九
九
三

人

む
つ
市
選
挙
区

二
一
、
二
一
七

人

つ
が
る
市
選
挙
区

九
、
五
〇
二

人

平
川
市
選
挙
区

一
一
、
九
二
五

人

監

査

委

員
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

平
成
31年

２
月
13日

付
け
青
森
県
報
号
外
第
5号
で
公
表
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
地
方
自

治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
、
青
森
県
知
事
か
ら
措
置
を

講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
31年
３
月
15日

青
森
県
監
査
委
員

須
藤
光
昭

同
川
嶋
由
紀
子

同
藤
川
友
信

同
工
藤
義
春

監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

一
般
財
団
法
人
青
森
県
身

体
障
害
者
福
祉
協
会

会
計
処
理
規
程
を
始

め
と
す
る
諸
規
程
の
整

備
及
び
運
用
の
改
正
を

要
す
る
も
の
並
び
に
業

務
執
行
体
制
の
見
直
し

を
図
る
必
要
が
あ
る
も

の
が
あ
る
。

県
の
指
導
に
よ
り
、
法
人
に
お
い

て
、
平
成
31年
３
月
に
開
催
予
定
の

理
事
会
及
び
評
議
員
会
で
、
会
計
処

理
規
程
を
改
正
す
る
と
と
も
に
、

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
業
務

担
当
者
以
外
の
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ

ク
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
内
部
検
査

体
制
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
と
し

た
。

日
本
赤
十
字
社
青
森
県
支

事
業
実
績
報
告
書

県
の
指
示
に
よ
り
、
事
業
実
績
報

部
（
管
理
運
営
委
託
料
）

の
計
上
額
を
誤
っ
て
い

る
。

告
書
の
計
上
額
を
精
査
の
上
、
平
成

30年
12月
４
日
付
け
で
委
託
料
を
県

に
返
還
す
る
と
と
も
に
、
日
本
赤
十

字
社
青
森
県
支
部
に
お
い
て
、
速
や

か
に
会
計
管
理
担
当
職
員
を
新
規
採

用
し
た
。

ま
た
、
緊
急
時
に
お
け
る
日
本
赤

十
字
社
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
を
強

化
す
る
と
と
も
に
、
勉
強
会
等
の
開

催
に
よ
り
、
事
務
職
員
間
の
事
務
の

共
有
化
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
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水
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